
奥州市水道事業告示第３号 

 水道法（昭和32年法律第177号）第25条の11第１項第１号の規定により指定給水装置工事

事業者の指定を取り消す。 

  平成31年３月13日 

奥州市長 小 沢 昌 記    

１ 氏 名 又 は 名 称 有限会社三協ボイラー設備工業 

２ 住所又は所在地 奥州市水沢羽田町字寺前10番地 

３ 代 表 者 氏 名 取締役 猫塚 定之 

４ 指 定 番 号 第76号 

５ 取 消 年 月 日 平成31年３月13日 


